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第１３回定期全国大会要求書 

 
郵政産業労働者ユニオンは７月５日～６日に開催した第１３回定期全国大会において、

職場からだされた切実な意見・要求について議論し以下の要求を決定しました。会社とし

て真摯に検討し、９月２４日までに誠意ある回答を求めます。 

 

記 

 

Ⅰ 増員等に関する要求 

１ 要員不足解消のための具体的対策を明らかにすること。 

２ 超過勤務に依存した業務内容を、一日８時間で終わる業務内容に改善し、必要な要員

を正社員で確保すること 

 

Ⅱ 人権に関する要求 

１ 人権侵害であるロッカー点検や私物のカバンの点検についてはすぐにやめること。な

お、この施策導入後の犯罪件数の推移を明らかにし、犯罪抑止につながっているのか会

社の見解を示すこと 

２ パワハラ、セクハラなどのハラスメントの根絶に向けた具体的な対策を明らかにする

こと 

３ カスタマーハラスメント対策の一環として、全国の自治体や金融機関等ではネームプ

レートを名字表記に切り替えている。カスハラ被害から社員を守るため氏名表示は行わ

ないこと 

 

Ⅲ 人事評価に関する要求 

１ 非正規社員のスキル評価については、スキル評価シートに則った評価を行うこと。ま

た恣意的な評価やあいまいな評価を行う管理者・役職者に対する研修を徹底すること 

２ 正社員の人事評価については、人事評価シートに則った評価を行うこと。また恣意的

な評価やあいまいな評価を行う管理者・役職者に対する研修を徹底すること 

 

Ⅳ 正社員登用に関する要求 

１ アソシエイト社員転換後、２年で希望する社員全員を正社員とすること 

２ 正社員登用を大幅に拡大すること 

３ 登用にあたってはＷｅｂ方式の試験を廃止し、公平・公正な選考方式とすること 



Ⅴ ダイバーシティ及びジェンダー平等の推進等に関する要求 

１ 生理休暇の取得率は女性社員全体の何パーセントになっているのか明らかにすること 

２ アソシエイト社員が有給の生理休暇を取得できるようになったが、取得率は何％にな

っているのか明らかにすること 

３ 生理休暇については、一生理期につき２日間を有給の特別休暇として取得可能とする

こと 

４ すべての女性社員が必要な生理休暇を取得できるよう、期間雇用社員にもアソシエイ

ト社員と同等に有給の生理休暇を付与すること 

５ 生理休暇が取得しづらくなる一因として「賞与・昇給についての減算制度」がある。

女性のみに不利益を与える生理休暇の「賞与・昇給の減算」をやめること 

６ 女性トイレ内にトイレットペーパーと同等に生理用品（ナプキン）を配備すること。

また配備が行われるまでは、女性トイレ内に社員が生理用品を保管できる棚等のスペー

スを作るよう本社として指示すること 

７ 渉外社員が生理による体調不良等を申し出た場合は、状況等に応じて生理休暇による

帰宅指示または内務作業に従事させること 

８ 生理休暇に対する管理者の理解・認識が低い。現場の管理者の生理休暇への理解を深

めるため部外のセミナー（Ｋａｏが展開する職場のロリエプロジェクトなど）等を利用

した研修を定期的に行うこと 

９ 女性ロッカーの点検は、いかなる場合も男性社員が行わないこと 

10 労働安全衛生法に基づき、かんぽ生命保険には「快適な作業環境の形成を促進するこ

と」が求められている。全国の事業所・郵便局舎において、トイレ・更衣室・休憩室・

休養室については、同法の基準はもとより、安心して使用できる環境とするため男女別

とすること 

11 セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等の研修についてはミーティング周知

で済ませることなく、すべての社員に３０分以上の時間を確保した研修を実施するこ

と。とくに役職者・管理者の研修は徹底すること 

12 チャイルドプラン休暇は、１年度内において社員の請求する継続または分割した３０

日以内の範囲で無給の休暇を取得可能とする就業規則の改正が行われた。チャイルドプ

ラン休暇を有給とするとともに、アソシエイト社員に対して同じ内容の休暇を適用する

こと 

13 更年期症状による体調不良を抱える社員への仕事との両立支援策として、特別休暇を

新設すること 

 

Ⅵ 労働安全衛生に関する要求 

１ 感染症対策について 

（１）マスク・消毒液を配備すること 

（２）職場内での感染防止策を徹底すること 

（３）各局(事業所)の通用口に体温探知機を設置すること 

２ ２０２３年度の交通事故、労働災害の件数と詳細について明らかにすること。また交

通事故、労働災害を減らすための防止策等について具体的に明らかにすること 

 

Ⅶ 事業に関する要求 

１ お客さま本位のサービスを提供し、地域のお客さまの生活を支援するため金融のユニ

バーサルサービスを維持すること。そのために日本郵政による 3分の 1以上のかんぽ生



命保険株式保有について行うよう定款の変更を行うこと 

２ 保険サービスセンターのあり方や今後の将来展望について明らかにすること 

３ 事業の継続ため営業収益の確保が営業方針に掲げられ、新規契約が伸びなくとも今年

度の目標は昨年度未達成であっても引き上げられている。また高齢者への募集復活、個

人別のランキングの復活など目標達成にむけて社員への締め付けも強化されている。不

適正募集により利用者の信頼や会社の信用も失墜させた。数字ありきの無理な営業や推

進管理を行えば、不適正募集につながりかねない。お客さま本位の業務運営を徹底し、

適正な募集目標設定や社員研修による募集のやり方、チェック体制の強化を行い二度と

不適正募集にならないようにすること 

４ 社員研修については、オンライン研修や動画による自主学習では理解できても実践に

つながらない。対面での研修を増やして、お客さま対応に関するロープレやディスカッ

ションなど実践形式の研修を行うこと 

５ 不適正募集による業務の見直しにより、日本郵便からかんぽ生命保険へ渉外社員の出

向が行なわれているが、今後、どのように見直していくのか明らかにすること。 

６ 民営化後の資産運用についての総括を行い、今後どのような資産運用を行っていくの

か明らかにすること 

７ これまで三井物産との資本・業務提携、ＫＫＲ及びＧＡとの戦略的提携を行い、さら

に大和証券グループとの資本・業務提携を締結したが、いままでの業務提携について検

証を行い今後の業務提携のあり方について明らかにすること 

 

以 上 


